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【モンゴル】
2013年1月8日
（ウランバートル）

【バングラデシュ】
2013年3月19日
（ダッカ）

【エチオピア】
2013年5月27日
（アジスアベバ）

【ケニア】
2013年6月12日
（ナイロビ）

【モルディブ】
2013年6月29日
（沖縄）

【ベトナム】
2013年7月2日
（ハノイ）

【ラオス】
2013年8月7日
（ビエンチャン）

【インドネシア】
2013年8月26日
（ジャカルタ）

【コスタリカ】
2013年12月9
日（東京）

【パラオ】
2014年1月13
日（ゲルルムド）

【カンボジア】
2014年4月11
日（プノンペン）

【メキシコ】
2014年7月25日
（メキシコシティ）

【サウジアラビア】
2015年5月13日

【チリ】
2015年5月26日
（サンティアゴ） 2

【ミャンマー】
2015年9月16日
（ネピドー）

【タイ】
2015年11月19日
（東京）

【フィリピン】
2017年1月12日
（マニラ）

http://www.kantei.go.j /

JCMパートナー国

 日本は、2011年から開発途上国とJCMに関する協議を行ってきており、モンゴル、バングラデシュ、
エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、
サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピンとJCMを構築。
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JCMの今後の一層の活用拡大のための主な課題

 JCMは、現行の地球温暖化対策計画において「獲得した排出削減・吸収量を我が国の

削減として適切にカウントする」とされているところ、我が国の2030年のGHG排出削減目

標の強化に伴い、本目標達成のために今後一層の活用の拡大が期待されている。その観

点から、以下のような主要な課題に対応していくことが必要か。

 パリ協定６条ルールを先駆的に実施することを通じてJCMの国際的な認知度向上

 パートナー国の地域的展開等による拡大

 プロジェクトの大規模化や資金源の多様化

 民間企業における需要も踏まえた民間資金を中心としたJCMプロジェクトの案件組成

などの制度運用の改善
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JCMの今後の一層の活用拡大のための主な課題への対応の方向性

１．パリ協定６条ルールを先駆的に実施することを通じてJCMの国際的な認知度向上

 JCMではパリ協定の下でのルールを先駆的に実施しており、これらに基づく経験、データ等を国際的なルール形成

に反映することによりデファクトスタンダード化

２．パートナー国の地域的展開等による拡大

 現在のパートナー17カ国に加え、継続的なGHG排出削減プロジェクトの組成が見込める国・地域を更に加えて

いく

３．プロジェクトの大規模化や資金源の多様化

 費用対効果の改善も見据えた排出削減量が見込める大規模プロジェクト（例：大規模再エネ、水素、CCS 

等）の重点化、資金源の多様化（例：対外融資を行う公的な金融機関との協調融資の拡大 等）

４．民間企業における需要も踏まえた民間資金を中心としたJCMプロジェクトの案件組成などの制度運用の改善

 現行JCMプロジェクトは、政府予算にもとづく案件組成が前提。政府予算にもとづかない民間資金を中心とした

JCMプロジェクトの案件組成を推進するための課題の整理（パートナー国政府との合同委員会における手続、ク

レジット配分等ルールの整備等）

 JCMクレジットの需要を喚起する観点からは、現行JCMは地球温暖化対策推進法に基づく算定報告公表制度

と民間企業による自主オフセットへの活用が可能であるとところ、航空業界におけるカーボン・オフセットプログラムで

あるCORSIAにおいて、JCMクレジットを適格クレジットとして追加されるよう申請等の必要な調整を行う


